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１ 前回テーマ「長野県の森林づくり」の確認事項等については了承する。 

 

 

 

２ 今回のテーマについては次のとおり対応する。 

 

（１）「『地域発 元気づくり支援金』の有効な活用を目指して」及び「県と

市町村との協働による戦略的な『長野県』の発信、売り込みを目指して」

いずれも事務レベルにおいてＷＧ（ワーキンググループ）を設置し、検

討する。 

 

 

（２）ＷＧは、「県と市町村との協議の場」の構成市町村の担当課長等で構成

する。 

 

 

（３）ＷＧにおける検討状況は「県と市町村との協議の場」にその都度報告

し、了解を得るものとする。 


